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熊本市・富合町合併協議会委員の選任について 
 
 
 熊本市・富合町合併協議会規約第 7 条の規定に基づき、下記の者を選任した

ので報告する。 
 
 
 
 平成 20 年 9 月 1 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 

記 
 

市町名 委員区分 氏  名 備 考 

熊本市 副市町長 西 島 喜 義 熊本市副市長 

熊本市 学識経験者 荒 金 錬 一 川尻校区自治会連合会会長 

熊本市 学識経験者 植 村 米 子 
熊本市 
地域婦人会連絡協議会会長 

熊本県 学識経験者 本 田 惠 則 熊本県総務部市町村総室長 

熊本県 学識経験者 樫 山 隆 昭 熊本県宇城地域振興局長 
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熊本市・富合町合併協議会作業部会設置規程の改正について 
 
 
 熊本市の組織再編に伴い、熊本市・富合町合併協議会作業部会設置規程を改

正したので報告する。 
 
 
 
 平成 20 年 9 月 1 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 
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熊本市・富合町合併協議会作業部会設置規程 新旧対照表 

改正案（新） 現 行（旧） 

 
第３条（組織） 
 作業部会には、別表に掲げる各作業部会を置く。
 
 別表（第３条関係） 

部会員 
各作業部会名 

熊本市 富合町 

総務部会 総務課長 総務課長 

    議会事務局長 

企画財政部会 企画課長 企画課長 

  財政課長 税務課長 

市民生活部会 市民協働推進課長 税務課長 

   町民課長 

    福祉保険課長 

健康福祉部会 健康福祉政策課長 福祉保険課長 

福祉保険課長子ども未来部

会

子ども政策課長 

 教育委員会事務局長

環境保全部会 環境企画課長 町民課長 

経済振興部会 産業政策課長 産業振興課長 

建設部会 都市計画課長 建設課長 

  建設総務課長 新幹線推進課長 

教育部会 総務企画課長 教育委員会事務局長

水道部会 水道局経営企画課長 水道課長

電算部会 情報政策課長 企画課長 
 

 
第３条（組織） 
 作業部会には、別表に掲げる各作業部会を置く。
 
 別表（第３条関係） 

部会員 
各作業部会名

熊本市 富合町 

総務部会 総務課長 総務課長 

    議会事務局長 

企画財政部会 企画課長 企画課長 

  財政課長 税務課長 

市民生活部会 市民協働推進課長 税務課長 

    町民課長 

    福祉保険課長 

健康福祉部会 健康福祉政策課長 福祉保険課長 

環境保全部会 環境企画課長 町民課長 

経済振興部会 産業政策課長 産業振興課長 

建設部会 都市計画課長 建設課長 

   新幹線推進課長 

教育部会 教育企画課長 教育委員会事務局長

水道部会 水道局経営企画課長 建設課長

    町民課長

電算部会 情報政策室長 企画課長 
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熊本市・富合町合併協議会作業部会設置規程 
 

（趣旨） 
第１条 この規程は、熊本市・富合町合併協議会規約（以下「規約」という。）第１５条第

２項の規定に基づき、熊本市・富合町合併協議会（以下「協議会」という。）の作業部会

の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 
（所掌事務） 

第２条 作業部会は、熊本市・富合町合併協議会幹事会（以下「幹事会」という。）の指示

を受け、規約第３条各号に掲げる事項について専門的に調査及び検討する。 
（組織） 

第３条 作業部会には、別表に掲げる各作業部会を置く。 
２ 各作業部会の部会員は、別表に掲げる各作業部会ごとに、協議会を構成する市町の所

管部署の職にある者をもって充てる。 
３ 各作業部会に、必要に応じ分科会等を置くことができる。 
（部会長及び副部会長） 

第４条 作業部会に、部会長及び副部会長を置く。 
２ 部会長は、熊本市企画財政局長を充てるものとし、副部会長は、部会長が部会員のう

ちから指名する者をもって充てる。 
（部会長等の職務） 

第５条 部会長は、作業部会を代表し、会務を総理する。 
２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは､

その職務を代理する。 
（会議） 

第６条 作業部会の会議（以下「会議」という。）は、幹事会の幹事長から要請があったと

き、及び部会長が必要と認めるときに開催する。 
２ 部会長は、会議の議長となる。 
３ 部会長は、必要と認めるときは、会議の議事に関係のある者に会議への出席を求め、

その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 
（報告） 

第７条 部会長は、作業部会における調査及び検討の経過及び結果について、幹事長に報

告するものとする。 
（庶務） 

第８条 各作業部会の庶務は部会長の属する市町において処理する。 
（委任） 

第９条 この要領に定めるもののほか、作業部会の運営について必要な事項は、部会長が

別に定める。 
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附 則 

この規程は、平成１９年１月５日から施行する。 
  附 則 
この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
  附 則 
この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

 
別表（第３条関係） 

部会員 
各作業部会名 

熊本市 富合町 

総務部会 総務課長 総務課長 

    議会事務局長 

企画財政部会 企画課長 企画課長 

  財政課長 税務課長 

市民生活部会 市民協働推進課長 税務課長 

   町民課長 

    福祉保険課長 

健康福祉部会 健康福祉政策課長 福祉保険課長 

子ども政策課長 福祉保険課長 子ども未来部会 

  教育委員会事務局長 

環境保全部会 環境企画課長 町民課長 

経済振興部会 産業政策課長 産業振興課長 

建設部会 都市計画課長 建設課長 

   新幹線推進課長 

教育部会 総務企画課長 教育委員会事務局長 

水道部会 水道局経営企画課長 水道課長 

電算部会 情報政策課長 企画課長 
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   熊本市・富合町合併協議会 組織図  （平成２０年４月１日現在） 
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平成１９年

　１月　５日 「熊本市・富合町合併協議会」設置

２月　５日 第１回熊本市・富合町合併協議会開催

　３月　１日 第２回熊本市・富合町合併協議会開催

２９日 第３回熊本市・富合町合併協議会開催

６月　１日 第４回熊本市・富合町合併協議会開催

７月　３日 第５回熊本市・富合町合併協議会開催

７月１６日～
　　　７月３１日

熊本市・富合町両市町において　　　　　　　　　　　　（熊本市５ヶ所）

　「熊本市・富合町合併協議会の状況」住民説明会を開催（富合町２回）

７月３０日 第６回熊本市・富合町合併協議会開催

８月２０日 第７回熊本市・富合町合併協議会開催

１０月　２日 第８回熊本市・富合町合併協議会開催

１２日 第９回熊本市・富合町合併協議会開催

２３日
第１０回熊本市・富合町合併協議会開催
全４２協議項目すべての協議終了

２７日
富合町において、協議終了に伴い
　　合併協議結果の住民報告会を開催（２回）

３１日 合併調印式

１１月　１日 富合町議会臨時会で廃置分合関連議案が可決

　６日 熊本市議会臨時会で廃置分合関連議案が可決

　７日 県知事へ廃置分合申請書の提出

１２月１７日
県議会の議決
県知事による合併の決定
合併特例区の認可

１８日 県知事による総務大臣への届出

平成２０年

１月３０日 総務大臣による告示

２月２１日 第１１回熊本市・富合町合併協議会開催

９月　１日 第１２回熊本市・富合町合併協議会開催

１０月　５日 熊本市・富合町合併協議会の廃止

１０月　６日 新「熊本市」の誕生

熊本市・富合町合併協議会の経緯
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〔 議 案 〕 
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議案第１５号 
 
 
 
   平成１９年度熊本市・富合町合併協議会歳入歳出決算報告及び 

監査報告について 
 
 
 熊本市・富合町合併協議会財務規程第９条第１項の規定に基づき、監査委員

の監査に付し、報告があったので承認を求める。 
 
 
 
 平成 20 年 9 月 1 日 提出 

 
       熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 
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0
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議案第１６号 

 

 

 

  平成２０年度熊本市・富合町合併協議会の補正予算について 

 
平成２０年度熊本市・富合町合併協議会の補正予算を次のとおり定めること

について、承認を求める。 

 

平成２０年度熊本市・富合町合併協議会補正予算 

 

 平成２０年度熊本市・富合町合併協議会の補正予算は、次の定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３７千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８，１４６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 平成 20 年 9 月 1 日 提出 

 
     熊本市・富合町合併協議会         

会 長 幸 山 政 史 
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【別表】
歳入歳出予算補正

（単位：千円）

歳　　　　　　入
款 項 補正前の額 補正額 計

3,762 0 3,762

1　負担金 3,762 0 3,762

3,945 429 4,374

1　繰越金 3,945 429 4,374

2 8 10

1　預金利子 1 4 5

2　雑入 1 4 5

7,709 437 8,146

（単位：千円）

歳　　　　　出
款 項 補正前の額 補正額 計

1　事業推進費 5,259 437 5,696

2　総務管理費 2,450 0 2,450

7,709 437 8,146

1　分担金及
　　び負担金

3　繰越金

歳出合計

4　諸収入

歳入合計

1　総務費
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歳入歳出予算事項別明細
1　歳入

（款）　3　繰越金 （項）　1　繰越金

区分 金額
1　繰越金 429 前年度からの繰越金

429

（款）　4　諸収入 （項）　1　預金利子

区分 金額
1　預金利子 4 預金利子

4
（款）　4　諸収入 （項）　2　雑入

区分 金額
1　雑入 4 雇用保険被保険者負担分

4

目

1　繰越金

計

目

1　預金利子

計 4

目 補正額補正前の額

1

1　雑入 41

計 51 4

説　明

説　明
節

節

5

5

計

3,945

補正額 計

541

補正前の額

補正額

4293,945

補正前の額

429

4,374

（単位：千円）

（単位：千円）

説　明

4,374

節
計
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2　歳出

（款）　1　総務費 （項）　1　事業推進費

区分 金額

11　需用費 △ 250

12　役務費 630

13　委託料 57

437

カウントダウンボード作成委託

計 説　明

協議会だより

協議会だより配送料

目 補正前の額 補正額
節

1　会議費 627 0 627

計 5,259 437 5,696

（単位：千円）

3　広報広聴費 4,632 437 5,069
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議案第１７号 

 

 

 

  熊本市・富合町合併協議会の廃止について 

 
熊本市・富合町合併協議会の廃止については、次のとおりとする。 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び

第２５２条の６の規定により、熊本市・富合町合併協議会を平成２０

年１０月５日限りで廃止する。 

 

 

 

 平成 20 年 9 月 1 日 提出 

 
     熊本市・富合町合併協議会         

会 長 幸 山 政 史  
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熊本市・富合町合併協議会の廃止までの手続きについて 

1. 手続き 

（1） 熊本市議会及び富合町議会において、熊本市・富合町合併協議会廃止議案

の議決 

 

（2） 熊本市長と富合町長において熊本市・富合町合併協議会の廃止に関する協

議書の締結 

 

（3） 熊本市及び富合町で熊本市・富合町合併協議会の廃止について告示 

 

（4） 熊本県知事へ熊本市・富合町合併協議会廃止の届出 

 

2. 根拠法令 地方自治法 

地方自治法抜粋 

 (協 議 会 の 設 置 ) 

第 二 百 五 十 二 条 の 二  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 事 務

の 一 部 を 共 同 し て 管 理 し 及 び 執 行 し 、 若 し く は 普 通 地 方 公 共 団 体 の 事

務 の 管 理 及 び 執 行 に つ い て 連 絡 調 整 を 図 り 、 又 は 広 域 に わ た る 総 合 的

な 計 画 を 共 同 し て 作 成 す る た め 、 協 議 に よ り 規 約 を 定 め 、 普 通 地 方 公

共 団 体 の 協 議 会 を 設 け る こ と が で き る 。  

２  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 協 議 会 を 設 け た と き は 、 そ の 旨 及 び 規 約 を 告

示 す る と と も に 、 都 道 府 県 の 加 入 す る も の に あ つ て は 総 務 大 臣 、 そ の

他 の も の に あ つ て は 都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

３  第 一 項 の 協 議 に つ い て は 、 関 係 普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 決 を 経

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 事 務 の 管 理 及 び 執 行

に つ い て 連 絡 調 整 を 図 る た め 普 通 地 方 公 共 団 体 の 協 議 会 を 設 け る 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。  

４ ～ ６ 項  略  

(協 議 会 の 組 織 の 変 更 及 び 廃 止 ) 

第 二 百 五 十 二 条 の 六  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 協 議

会 を 設 け る 普 通 地 方 公 共 団 体 の 数 を 増 減 し 、 若 し く は 協 議 会 の 規 約 を

変 更 し 、 又 は 協 議 会 を 廃 止 し よ う と す る と き は 、 第 二 百 五 十 二 条 の 二

第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 例 に よ り こ れ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

参考資料 
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参考資料 

（1）両市町議会の議決 

議   第       号  

平成  年  月  日提出  

 

熊本市・富合町合併協議会の廃止について（案） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び第２５２条の

６の規定により、熊本市・富合町合併協議会を平成２０年１０月５日限りで廃止す

ることについて、協議を行うため、議決を求める。 

 

○○○長  ○ ○ ○ ○  

 

 
 

（2）両市町長の協議 

 
   熊本市・富合町合併協議会の廃止に関する協議書（案） 

 熊本市・富合町合併協議会の廃止について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の２第１項及び第２５２条の６の規定により、次のとおり定めるものとす

る。 

１ 協議会は、平成２０年１０月５日限りで廃止するものとする。 
２ 協議会規約第２０条の規定による決算は、熊本市においてこれを協議会の監査委

員であった者の審査に付し、当該監査委員であった者は、監査の結果を熊本市長に

報告するものとする。 
３ 決算により生じた余剰金については、熊本市に帰属するものとする。 
４ 前３項に定めるもののほか、協議会の廃止に伴い必要となった事項については、

両市町が協議のうえ定めるものとする。 

 平成  年  月  日 

熊本市長 幸 山 政 史  

富合町長 村 﨑   秀  
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参考資料 

（3）両市町の告示 

 

告  示  第      号 

平成   年   月   日 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び第２５２条の６

の規定により、熊本市・富合町合併協議会を平成２０年１０月５日限りで廃止するの

で、地方自治法第２５２条の２第２項の規定により告示する。 

 

○○○長  ○ ○ ○ ○  

 
 

（案）

 
 

（4）熊本県知事への届出 

政指発第     号 

富総第      号 

平成  年  月 日 

 
熊本県知事 蒲 島 郁 夫 様 
 

熊本市長 幸 山 政 史   

富合町長 村 﨑   秀   

熊本市・富合町合併協議会の廃止について（届出） 
 
 熊本市及び下益城郡富合町は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条

の２第１項及び第２５２条の６の規定に基づき熊本市・富合町合併協議会を廃止する

ので、同法第２５２条の２第２項の規定により関係書類を添えて届け出ます。 
 
関係書類 
① 熊本市・富合町合併協議会を廃止した理由 
② 熊本市及び下益城郡富合町の議会の議決証明書 
③ 熊本市・富合町合併協議会の廃止に関する協議書の写し 
 

（案）
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〔 その他 〕 
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（部） （課） （かい）

市民生活課

水道局営業所

企 画 財 政 局

健 康 福 祉 局

総務課

まちづくり交流室

水 道 局

老人ホーム

建設課

教育委員会分室教 育 委 員 会

農 業 委 員 会 農業委員会

保 健 福 祉 部 高齢介護福祉課

税務課

保健福祉課

産業振興課

富合総合支所組織図（案）

市 長

政令指定都市推進室

富合総合支所

副 市 長
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富合町合併特例区 

 
設置の目的 
合併により住民の声が行政に届きにくくなるのではないかという不安を取り除き、地域の

特性を生かした住民主体のまちづくりを進めるために設置され、旧富合町において独自に

行ってきた事務・事業等を処理するほか、地域振興に関するさまざまな事柄について審議

等を行い、住民の意見を行政に反映する役割を担う。 
 
名称・区域 
旧富合町の区域に合併特例区を設置し、名称は「富合町」とする。 
 
設置期間 
平成２０年１０月６日から５年間 
 
事務所の位置 
旧町の役場（合併後の総合支所）の位置 
 
処理する事務 
1.公の施設の設置及び管理 
2.コミュニティ関連施策 
3.地域振興イベント並びに文化及び伝統の継承 
4.九州新幹線総合車両基地に関連する事務事業 
5.国民健康保険療養給付支払等基金を財源とした保健事業 
 
区長（特別職）の設置 
合併特例区に、代表者として区長（特別職）を設置する。市町村長の被選挙権を有するも

ののうちから市長が選任。任期は２年とし、再任を妨げない。 
 
区長の権限 
○合併特例区を代表し、その事務を総理する。 
○合併特例区の職員を指揮監督する。 
○法令、合併市町村の条例又は合併特例区の規約に反しない限りにおいて、その権限に属

する事務に関し、合併特例区規則を制定することができる。 
 
職員 
熊本市の職員のうちから、市長の同意を得て区長が任命（主に富合総合支所職員） 
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富合町合併特例区協議会 

 
合併特例区協議会の委員 
合併特例区内に住所を有する者で、熊本市議会議員の被選挙権を有する者のうちから市長

が選任。任期は２年とし、再任を妨げない。 
○委員の数    １０人以内とする。 
○会長及び副会長 委員の互選により会長、副会長を定める。 
 
合併特例区協議会の権限（予定されるものを含む） 
合併特例区が処理する事務に関し審議し、また、必要に応じ市長その他の機関又は合併特

例区の長に対し、意見を述べる等の権限を有する。 
1. 法令上定められている役割 

① 規約の変更に関する同意 
② 予算の同意 
③ 決算の認定 
④ 規則等の制定等の同意 
⑤ 特例区が処理する事務に関すること 
⑥ 新市基本計画の執行や変更に関すること 
⑦ 市長や特例区長からの諮問に応じ、又は必要に応じ意見を述べること 

2. 上記役割を実現するための活動内容 
① 地元地区から状況を聴取するため、定期的に（少なくとも月１回以上）意見交換を

行うこと 
② 特例区などの行政機関と定期的に意見交換を行うこと 
③ 関係市議会議員と定期的に意見交換を行うこと 
④ 合併特例区が実施する各種イベント等への参加 
⑤ 部会の設置に伴う活動（コミュニティ部会・広報部会・新幹線部会など） 
⑥ 地区（校区）等で取り組む事業に関すること（コミュニティセンター運営委員会及

び総合型スポーツクラブの設立準備など） 

⑦ 住民自治組織の形成に関すること（自治会～校区自治協議会の設立） 
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